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議案第１７号 

 

公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 

 公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。 

 

   令和 ７ 年 ２ 月２５日 提 出 

 

                 日出町長  安  部  徹  也 

 

 

 

公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

公民館の設置及び管理に関する条例（昭和３９年日出町条例第１７号）の一

部を次のように改正する。 

第２条の表日出町豊岡地区公民館の項中「５５８６番地」を「５５８６番地

１」に改め、同表日出町川崎地区公民館の項中「２の８６８番地１」を「８６

８番地２」に改め、同表日出町南端地区公民館の項中「３７３１番地３」を「３

７３１番地１」に改める。 

 

附  則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

  理  由 

日出町地籍調査事業の成果等による公民館の位置の地番の変更を反映させる

ため提出する。 


